
基労補発０３１１第９号

平成２３年３月１１日

都道府県労働局労働基準部

労災補償課長 殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部補償課長

東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について

東北地方北部地震（以下「地震」という ）が本日（３月１１日）発生し、これに伴い。

被災労働者の所属事業場が倒壊あるいは焼失等した場合、労災保険給付の請求に困難を

来す場合も予想されることから、労災保険給付の請求に係る事業主の証明等の事務処理

については、当面の緊急措置として下記により対応されたい。

記

１ 労災保険給付請求に係る事業主証明及び診療担当者の証明

今回の地震により、被災労働者の所属事業場等が倒壊した等の理由から、労災保険

給付請求書における事業主証明を受けることが困難な場合には、事業主証明がなくと

も請求書を受理すること。

また、被災労働者が療養の給付を受けていた医療機関が倒壊した等の理由から、診

療担当者の証明が受けられない場合においては、診療担当者の証明がなくとも請求書

を受理すること。

なお、この場合、請求書の事業主証明欄の記載事項及び診療担当者の証明欄の記載

事項を請求人に記載させ、当該証明を受けられない事情を付記させること。

２ 業務上外等の基本的な考え方

今回の地震による業務上外の考え方については、平成７年１月３０日付け「兵庫県

南部地震における業務上外等の考え方について」に基づき、業務上外及び通勤上外の

判断を行って差し支えない。

したがって、個々の労災保険給付請求事案についての業務上外等の判断に当たって

は、天災地変による災害については業務起因性等がないとの予断をもって処理するこ

とのないよう特に留意すること。

３ 労災保険給付に関する相談等

今回の地震に基づき、労災保険給付請求に係る相談及び請求があった場合について

、 、 、 、は 相談記録票等により把握し 当面の間 相談・請求があった件数を当日に集計し

翌日１２時までに当課業務係まで報告すること。


